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 予算案の主な概要  

１ 補正予算の規模  

９億６１３万８,０００円 

 補正後の予算額 ３６９億２,９６１万８,０００円 

 

２ 専決処分日  令和３年１２月２７日  

 

３ 補正予算の内容  

 （１）住民税非課税世帯等への臨時特別給付金  

給付金８億８,０００万円、事務費２,６１３万８,０００円 

【特定財源：国庫１０／１０】  

 

 （２）支給対象者  

    ①基準日（令和３年１２月１０日）において世帯全員の令和３年度分 

     の住民税均等割が非課税である世帯 

     ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 

    ②①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、 

     ①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯） 

 

（３）給付額 １世帯あたり１０万円 

 

令和３年度木津川市一般会計補正予算 

第１１号（専決処分）について（概要） 

令和３年度補正予算第１１号は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期

化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支

援を行う観点から、国が実施することとされた、住民税非課税世帯等に対する１

世帯あたり１０万円の臨時特別給付について、緊急に予算措置をする必要がある

ため、令和３年度一般会計補正予算第１１号として予算を編成し、専決処分を行

ったものである。  

令和３年度一般会計補正予算第１１号附属資料  
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 （４）支給時期 

     住民税非課税世帯の方には２月初旬から順次案内の上、支給を開始、 

家計急変世帯の方には、申請により、可能な限り速やかに支給。 

       






